
平
成
27
年
度

決
算
審
議

平
成
27
年
度
一
年
間
に
ど
の
よ
う
に
予
算
が
使
わ
れ
た
か
を
審
議
し
ま
し

た
。
合
併
し
て
10
年
が
た
ち
、
市
政
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
の
で

し
ょ
う
か
。
質
疑
応
答
の
中
か
ら
一
部
抜
粋
し
て
掲
載
し
ま
し
た
。

【
総
務
関
係
】

庁
舎
建
設
費
の
返
済
計
画
は

Q　

本
庁
舎
の
建
設
を
終
え
、
ど

の
よ
う
な
返
済
計
画
を
立
て
て
い

る
の
か
。

A　

平
成
24
年
度
事
業
分
か
ら
合

併
特
例
債
と
し
て
27
年
度
ま
で
毎

年
起
債
し
、
建
設
分
と
し
て
合

計
約
27
億
円
の
財
源
を
確
保
し

た
。
借
入
額
に
よ
り
10
年
、
20
年

償
還
の
条
件
で
借
り
入
れ
、
世

代
間
負
担
の
平
準
化
に
も
努
め

た
。
公
共
事
業
整
備
基
金
か
ら
も

約
11
億
８
千
万
円
を
事
業
へ
充
て

た
。
元
利
の
償
還
は
27
年
度
か
ら

始
ま
っ
て
い
る
。
特
例
債
の
償
還

は
、29
年
度
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
。

巡
回
バ
ス
の
見
直
し
は

Q　

変
更
で
、
地
域
に
よ
っ
て
増

減
が
あ
る
が
理
由
は
。
ま
た
、
今

後
の
見
直
し
は
。

A　

佐
織
ル
ー
ト
な
ど
は
、
店
舗

へ
の
乗
り
入
れ
や
増
便
で
利
用
し

や
す
く
な
り
、
利
用
増
に
。
佐
屋

ル
ー
ト
は
減
少
し
て
い
る
。
福
祉

セ
ン
タ
ー
利
用
者
に
免
許
所
有
者

が
増
え
て
い
る
か
ら
で
は
な
い

か
。

　

今
後
は
、統
合
庁
舎
の
完
成
で
、

乗
り
降
り
に
大
き
な
異
動
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
の
で
、
一
年
間
デ
ー

タ
を
蓄
積
し
、
見
直
し
を
図
っ
て

い
く
。

公
共
施
設
の
管
理
計
画
は

Q　

公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画

策
定
事
業
に
つ
い
て
、
中
間
報
告

は
。
ま
た
、完
成
予
定
は
い
つ
か
。

A　

現
在
、
計
画
の
策
定
委
員
会

を
設
置
し
、
平
成
27
年
、
28
年
度

の
２
カ
年
で
計
画
の
策
定
を
進
め

て
い
る
。
27
年
度
は
、
施
設
類
型

別
の
現
状
の
課
題
を
把
握
し
、
整

理
し
た
内
容
を
計
画
の
素
案
と
し

て
取
り
ま
と
め
た
。
完
成
は
、
29

年
１
月
か
ら
２
月
に
な
る
。

【
福
祉
・
教
育
関
係
】

八
開
庁
舎
に
移
動
し
た
郷
土
資
料

Q　

八
開
郷
土
資
料
室
が
移
転
し

た
が
、
資
料
の
保
存
は
ど
う
な
っ

て
い
る
か
。
ま
た
、
立
田
、
八
開
、

佐
織
の
資
料
の
統
合
は
。

A　

八
開
庁
舎
に
移
動
し
た
資
料

等
は
、
鋭
意
整
理
を
進
め
て
い

る
。
他
地
区
の
資
料
の
統
合
に
つ

い
て
は
、
施
設
の
規
模
、
民
俗
資

料
に
必
要
な
収
蔵
ス
ペ
ー
ス
な
ど

か
ら
、
統
合
は
難
し
い
。

児
童
ク
ラ
ブ
利
用
者
増
加
対
策
は

Q　

夏
休
み
の
マ
ン
モ
ス
化
に
つ

い
て
、
全
市
的
な
対
策
は
。

A　

児
童
ク
ラ
ブ
の
マ
ン
モ
ス
化

解
消
の
た
め
に
は
、
民
間
児
童
ク

ラ
ブ
と
の
連
携
が
不
可
欠
。
受
け

入
れ
人
数
の
拡
大
な
ど
協
力
体
制

の
強
化
を
図
り
た
い
。

【
産
業
・
建
設
関
係
】

企
業
誘
致
成
功
す
る
の
か

Q　

平
成
17
年
か
ら
企
業
か
ら
の

問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
の
か
、
こ

の
企
業
誘
致
が
成
功
す
る
か
今
の

予
測
は
。

A　

ど
ん
な
企
業
が
応
募
し
て
き

て
い
る
か
県
企
業
庁
と
情
報
を
共

有
し
な
が
ら
、
市
に
と
っ
て
プ
ラ

ス
に
な
る
よ
う
に
努
力
す
る
。

【
国
民
健
康
保
険

 

特
別
会
計
関
係
】

国
保
の
県
へ
の
統
一
の
進
捗
は

Q　

県
へ
の
一
本
化
に
向
け
て
、

協
議
は
ど
こ
ま
で
進
ん
で
い
る

か
。

A　

保
険
税
に
つ
い
て
は
、
国
保

事
業
費
の
納
付
金
、
標
準
保
険
料

率
、
市
町
村
の
算
定
基
準
に
基
づ

く
保
険
料
率
と
い
っ
た
事
柄
を
元

に
、
10
月
に
試
算
す
る
と
聞
い
て

い
る
。

▲企業用地造成現場（南河田町）
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